
○
財
務
省
令
第
二
十
三
号

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
第
二
十
一
条
及
び
第
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
税
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

財
務
大
臣

塩
川

正
十
郎

関
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

関
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
船
用
品
を
外
国
貨
物
の
ま
ま
積
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
遠
洋
漁
業
船
等
の
指
定
）

第
三
条

令
第
二
十
一
条
（
船
用
品
を
外
国
貨
物
の
ま
ま
積
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
遠
洋
漁
業
船
等
の
指
定
）
に
規
定

す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
東
経
百
十
八
度
及
び
東
経
百
五
十
九
度
の
線
並
び
に
北
緯
二
十
度
及
び
北
緯
四

十
五
度
の
線
で
囲
ま
れ
た
海
域
を
除
く
海
域
に
お
い
て
行
う
同
条
に
規
定
す
る
母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
母
船
、

独
航
船
、
運
搬
船
及
び
補
給
船
と
す
る
。

別
紙
第
１
号
書
式
備
考
８
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

８
本
邦
へ
入
国
す
る
者
が
入
国
の
際
に
携
帯
し
て
輸
入
す
る
貨
物
若
し
く
は
法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ

（

税
額
の
確
定
の
方
式

）に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
別
送
し
て
輸
入
す
る
貨
物
又
は
令
第
三
条
第



二
項
第
一
号

（賦
課
課
税
方
式
を
適
用
す
る
貨
物
の
指
定

）に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て

納
税
告
知
書
を
作
成
す
る
場
合
で
、
日
本
工
業
規
格

（工
業
標
準
化
法

（昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号

）

第
十
七
条
第
一
項

（日
本
工
業
規
格

）に
規
定
す
る
日
本
工
業
規
格
を
い
う
。

）Ｘ
0012

（情
報
処
理
用
語

（デ
ータ

媒
体
、
記
憶
装
置
及
び
関
連
装
置

）
）に

規
定
す
る
非
衝
撃
式
印
字
装
置
に
よ
り
印
字
す
る
と
き
は
、
２
及

び
３
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
続
し
て
接
続
し
た
各
片
に
同
一
内
容
の
４
に
掲
げ
る
事
項
を
印
字
す
る
方
法
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

本
邦
へ
入
国
す
る
者
が
入
国
の
際
に
携
帯
し
て
輸
入
す
る
貨
物
若
し
く
は
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十

一
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
別
送
し
て
輸
入
す
る
貨
物
又
は

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
電
子
計
算

機
を
使
用
し
て
改
正
前
の
関
税
法
施
行
規
則
別
紙
第
１
号
書
式
備
考
４
に
掲
げ
る
事
項
を
同
書
式
に
記
載
す
る
場
合

に
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
同
書
式
の
各
片
を
領
収
済
通
知
書
、
納

税
告
知
書
・
領
収
証
書
及
び
領
収
控
の
順
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


